
ＪＲ東海労ニュース
シュプレヒコール和解裁判結審！
次回６月15日13時30分判決
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ＪＲ東海労働組合

ＪＲ東海ユニオン指導部よ！もう一度その目で裁判所が示

し、双方が「和解」した内容をしっかりと見るべきです。あ

なた方が掲示した『組織情報』にも記載されています。ちゃ

んとご覧になっては如何でしょうか。

そもそも、ＪＲ東海労が「『ＪＲ東海をつぶせ！』『列車

を転覆させてやる』などとシュプレヒコールを行いながらデ

モ行進した」とユニオンが掲示したことに関し、第一審で30

万円の賠償が命じられ、あなた方の行為は違法であると判断

されたのですよ。その後東京高裁でも、（ユニオン掲示は）

「表現に適切さを欠く点」があり、「本件控訴に至ったこと

につき、遺憾の意を表する」、だから、控訴人（ユニオン）

らは、「今後このよう

な事態を生じさせない

よう努める」という和

解条項が示めされ和解

に至ったのではなかっ

たのでしょうか。事実

はひとつです。「遺憾

の意」を表することが、

なぜ「勝利的」との解

釈になるのでしょう

か？自らが誤って解釈

したことと、事実は違

うことを知るべきです。

誤った解釈を意図的に

流したのであれば、そ

れは犯罪行為です。

次回６月15日13時30

分から判決となります。
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！虚偽の事実を記載したユニオン『組織情報』


